
  

 

 

 

 

 

 

総会（第十四条） 

・常任委員会報告の当否 

・常任委員会提案議題の審議、決定 

・理念、規約の変更 

・常任委員の選出 

※会員の過半数によって成立（第十二条） 

※年 1 回開催（第十三条） 

※非会員の常任委員に議決権はない 

常任委員会会議（第十六条） 

※年 1 回以上開催 

請願委員（第十九条） 

・訴え、要望の解決 

 

規律委員（第二十条） 

・規律違反の調査、審査 

会議の開催 

常任委員の選出 
 

常任委員会 

 

 
常任委員 

[常任委員会幹部会] 

委員長 

副委員長 

委員 

※常任委員会による選出 
（第十七条） 

≪運営内容≫ 

・事業の実践 

・理論活動 

・監査 

（第十五条） 
常任委員候補者を推薦 

（第十一条） 

総会の招集 

（第十一条） 

運
営 

機構 

 

※常任委員会幹部会が日常の業務、運営をおこなう（第十八条） 

※常任委員会幹部会の委員が各機構の責任者となる 
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機関情報委員会 

（第十八条） 

・情報、声明の発信 

 

責任者（幹部会委員長） 

機関情報委員 
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設置 
任命 

任命 


